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適正 要改善

管理について ○

運営について ○

収支決算書
について

○

　施設の機能と特性を踏まえて、地域に開かれた施設として、市民
の利便性、公平性に充分配慮しながら、適正に運営している。
　運営については、設置している「御意見箱」により要望・意見を
把握した上で適切に行っており、利便性とサービス向上に努めて
　いる。

　指定管理料内において、適正に処理されている。

　各種保守点検は、法令等に基づき適切に実施している。
　防犯・防火・緊急時に対応するための訓練を、浪岡中央児童館の
訓練と合わせて実施している。
　利用者の個人情報保護については、市の条例等を遵守している。
　青森市環境方針に則り、省エネ・節水・節電に努めている。

令和３年度「青森市浪岡高齢者いきいきセンター」に係る事業報告書等評価結果

　青森市浪岡高齢者いきいきセンターについては、特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎が
指定管理者として施設の管理運営を行っています。
　令和３年度の事業報告書等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況について確認、
検証し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和４年７月１１日

青森市浪岡高齢者いきいきセンター

　高齢者に対し福祉教養の向上、レクリエーション、健康増進等のための場を供
与
する。

青森市浪岡大字浪岡字細田２００番地２　

【名　称】特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎
【代表者】代表理事　佐藤　道留
【住　所】青森市浪岡大字五本松字羽黒平３１番地

令和３年４月１日　から　令和８年３月３１日　まで（５年間）

評価項目 検証結果
評価結果
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【担当課】青森市浪岡振興部健康福祉課
【電　話】０１７２－６２－１１１３（直通）
【メール】n-kenko＠city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営、収支決算については、適正に行われている。
　今後も引き続き、感染防止対策をしっかりと行いながら、適正な管理運営に努めていただき
たい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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